
大分類 中分類 小分類 細分類 大分類 中分類 小分類 細分類 大分類 中分類 小分類 細分類

Ａ 農業 1 4 20 Ａ 農業，林業 Ａ 農業，林業及び漁業　

Ｂ 林業 1 5 9
Ｃ 漁業 2 4 17 Ｂ 漁業 2 6 21
Ｄ 鉱業 1 6 30 Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 1 7 32 Ｂ 鉱業及び採石業 5 10 14
Ｅ 建設業 3 20 49 Ｄ 建設業 3 23 55 Ｆ 建設業 3 8 11
Ｆ 製造業 24 150 563 Ｅ 製造業 24 177 595 Ｃ 製造業 24 71 137
G 電気・ガス・熱供給・水道業 Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 Ｄ 電気，ガス，蒸気及び

　　空調供給業

Ｅ 水供給，下水処理並びに

　　廃棄物管理及び浄化活動

H 情報通信業 5 15 29 G 情報通信業 5 20 44 Ｊ 情報通信業 6 13 24
 Ｉ 運輸業 7 24 46 H 運輸業，郵便業 8 33 62 Ｈ 運輸・保管業 5 11 20
Ｊ 卸売・小売業 Ｉ 卸売業，小売業 Ｇ 卸売・小売業並びに自動

　　車及びオートバイ修理業

Ｋ 金融・保険業 7 19 68 Ｊ 金融業，保険業 6 24 72 Ｋ 金融・保険業 3 10 18
Ｌ 不動産業 Ｋ 不動産業，物品賃貸業 Ｌ 不動産業

Ｌ 学術研究，専門・技術サー Ｍ 専門・科学・技術サービス

　 ビス業 　　業

Ｎ 管理・支援サービス業

Ｍ 飲食店，宿泊業 3 12 18 Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 3 17 29 Ｉ　宿泊・飲食サービス業 2 6 7
Ｎ 生活関連サービス業， R 芸術・娯楽及びレクリエー

　 娯楽業 　　ション

Ｏ 教育，学習支援業 2 15 34 Ｐ 教育 1 5 8
Ｎ 医療，福祉 3 15 37 Ｐ 医療，福祉 3 18 41 Ｑ 保健衛生及び社会事業 3 9 9
Ｏ 教育，学習支援業 2 12 33
Ｐ 複合サービス事業 2 4 8 Ｑ 複合サービス事業 2 6 10
Ｑ サービス業（他に分類され Ｒ サービス業（他に分類され S その他のサービス業

　　ないもの） 　 ないもの）
U 治外法権機関及び団体 1 1 1

Ｒ 公務（他に分類されないも Ｓ 公務（他に分類されるもの Ｏ 公務及び国防，強制社会

　　の） 　　を除く） 　　保障事業

Ｓ 分類不能の産業 T 分類不能の産業 T 雇主としての世帯活動及び

   世帯による自家利用のため

   の区別されない財及びサー

   ビス生産活動

19 97 420 1,269 20 99 529 1,455 21 88 238 420

日 本 標 準 産 業 分 類 （ 2002 改 定 、 2007 改 定 ） と 国 際 標 準 産 業 分 類 の 分 類 項 目 比 較 表
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